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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第89期
第１四半期
累計(会計)期間

第90期
第１四半期
累計(会計)期間

第89期

会計期間

(自 平成21年
 ４月１日

至 平成21年
 ６月30日)

(自 平成22年
 ４月１日

至 平成22年
 ６月30日)

(自 平成21年
 ４月１日

至 平成22年
 ３月31日)

経常収益 百万円 2,650 2,742 10,861

経常利益 百万円 323 234 538

四半期純利益 百万円 192 130 ―

当期純利益 百万円 ― ― 259

持分法を適用した場合の
投資利益

百万円 ― ― ―

資本金 百万円 2,500 2,500 2,500

発行済株式総数 千株 27,371 27,371 27,371

純資産額 百万円 18,118 19,273 18,738

総資産額 百万円 437,939 467,772 445,542

１株当たり純資産額 円 667.09 710.57 690.64

１株当たり四半期純利益
金額

円 7.07 4.80 ―

１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― 9.54

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額

円 ― ― ―

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

円 ― ― ―

１株当たり配当額 円 ― ― 5.00

自己資本比率 ％ 4.13 4.12 4.20

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 5,969 3,918 11,424

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △17,951 △3,907 △24,568

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △68 △70 △148

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)残高

百万円 8,420 7,118 7,178

従業員数 人 559 548 533
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(注) １．当行は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

２．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３．当行は関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」の記載はしておりません。

４．「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」については、

潜在株式がないため記載しておりません。

５．１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、「１　四半期財務諸表」の「１株当たり情報」に記載し

ております。

６．「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。

 

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当行が営む事業の内容については、重要な変更はありません。

 

 

３ 【関係会社の状況】

該当する会社はありません。

 

 

４ 【従業員の状況】

当行の従業員数

平成22年６月30日現在

従業員数(人)
548
[45]

(注) １．従業員数は、嘱託及び臨時従業員84人を含んでおりません。

２．臨時従業員数は、[　]内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しており

ません。

 

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクの内容に重要な変更

はありません。

また、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況のうち、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は発生しておりません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

① 経営成績の分析

当第１四半期の経営成績につきましては、経常収益は、資金運用収益や役務取引等収益の増加等を主因に前年同

四半期比９２百万円増加し２７億４２百万円となりました。

一方、経常費用は、営業経費やその他経常費用の増加等を主因に前年同四半期比１億８１百万円増加し２５億８

百万円となりました。

その結果、経常利益は前年同四半期比８９百万円減少の２億３４百万円となり、四半期純利益につきましても前

年同四半期比６２百万円減少の１億３０百万円となりました。

② 財政状態の分析

（主要勘定の状況）

当第１四半期末の主要勘定残高につきましては、預金及び譲渡性預金は、前事業年度末比１８７億２３百万円増

加の４，３２７億６０百万円となりました。貸出金につきましても、前事業年度末比１億９百万円増加の３，２５

９億３３百万円となりました。有価証券につきましては、前事業年度末比４５億１７百万円増加の９１１億４２百

万円となりました。

（資産、負債および純資産の状況）

資産につきましては、コールローンや有価証券等の増加により、前事業年度末比２２２億３０百万円増加の４，

６７７億７２百万円となりました。

負債につきましては、預金等の増加により前事業年度末比２１６億９５百万円増加の４，４８４億９９百万円

となりました。

純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加等により前事業年度末比５億３５百万円増加の１９

２億７３百万円となりました。
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国内・国際業務部門別収支

(業績説明)

国内業務部門では、資金運用収支は2,199百万円、役務取引等収支は44百万円、その他業務収支は0百万円とな

り、国際業務部門では、資金運用収支は16百万円、役務取引等収支は0百万円、その他業務収支は0百万円となりま

した。

合計では、資金運用収支は2,216百万円、役務取引等収支は44百万円、その他業務収支は0百万円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期会計期間 2,047 36 2,083

当第１四半期会計期間 2,199 16 2,216

　うち資金運用収益
前第１四半期会計期間 2,376 51

14
2,412

当第１四半期会計期間 2,487 25
8

2,504

　うち資金調達費用
前第１四半期会計期間 328 14

14
328

当第１四半期会計期間 287 8
8
287

役務取引等収支
前第１四半期会計期間 7 0 8

当第１四半期会計期間 44 0 44

　うち役務取引等収益
前第１四半期会計期間 186 1 187

当第１四半期会計期間 221 1 222

　うち役務取引等費用
前第１四半期会計期間 178 1 179

当第１四半期会計期間 177 1 178

その他業務収支
前第１四半期会計期間 0 1 1

当第１四半期会計期間 0 0 0

　うちその他業務収益
前第１四半期会計期間 0 1 1

当第１四半期会計期間 0 0 0

　うちその他業務費用
前第１四半期会計期間 ― ― ―

当第１四半期会計期間 ― ― ―

(注) １．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

２．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であ

ります。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

(業績説明)

役務取引等収益は、222百万円となりました。

役務取引等費用は、178百万円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期会計期間 186 1 187

当第１四半期会計期間 221 1 222

　うち預金・貸出業務
前第１四半期会計期間 23 ― 23

当第１四半期会計期間 25 ― 25

　うち為替業務
前第１四半期会計期間 90 1 92

当第１四半期会計期間 90 1 92

　うち証券関連業務
前第１四半期会計期間 10 ― 10

当第１四半期会計期間 18 ― 18

　うち代理業務
前第１四半期会計期間 10 ― 10

当第１四半期会計期間 13 ― 13

　うち保護預り
貸金庫業務

前第１四半期会計期間 19 ― 19

当第１四半期会計期間 20 ― 20

　うち保証業務
前第１四半期会計期間 0 ― 0

当第１四半期会計期間 0 ― 0

役務取引等費用
前第１四半期会計期間 178 1 179

当第１四半期会計期間 177 1 178

　うち為替業務
前第１四半期会計期間 21 1 22

当第１四半期会計期間 21 1 22

(注)　国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期会計期間 412,836 125 412,962

当第１四半期会計期間 429,541 169 429,710

　うち流動性預金
前第１四半期会計期間 139,818 103 139,921

当第１四半期会計期間 143,501 152 143,654

　うち定期性預金
前第１四半期会計期間 268,801 22 268,824

当第１四半期会計期間 282,588 16 282,604

　うちその他
前第１四半期会計期間 4,216 ― 4,216

当第１四半期会計期間 3,451 ― 3,451

譲渡性預金
前第１四半期会計期間 950 ― 950

当第１四半期会計期間 3,050 ― 3,050

総合計
前第１四半期会計期間 413,786 125 413,912

当第１四半期会計期間 432,591 169 432,760

(注) １．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(残高・構成比)

 

業種別

平成21年６月30日 平成22年６月30日

貸出金残高(百万円) 構成比(％) 貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内業務部門 319,352 100.00 325,933 100.00

　製造業 21,304 6.67 19,653 6.03

　農業，林業 261 0.08 215 0.07

　漁業 126 0.04 44 0.01

　鉱業，採石業，砂利採取業 2,063 0.65 1,758 0.54

　建設業 38,028 11.91 38,062 11.68

　電気・ガス・熱供給・水道業 2,353 0.74 2,401 0.74

　情報通信業 4,067 1.27 3,779 1.16

　運輸業，郵便業 11,379 3.56 11,968 3.67

　卸売業，小売業 38,425 12.03 36,961 11.34

　金融業，保険業 14,792 4.63 14,896 4.57

　不動産業，物品賃貸業 52,624 16.48 56,604 17.37

　各種サービス業 43,298 13.56 47,459 14.56

　地方公共団体 8,777 2.75 10,690 3.28

　その他 81,850 25.63 81,436 24.98

国際業務部門 ― ― ― ―

　製造業 ― ― ― ―

　農業，林業 ― ― ― ―

　漁業 ― ― ― ―

　鉱業，採石業，砂利採取業 ― ― ― ―

　建設業 ― ― ― ―

　電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ―

　情報通信業 ― ― ― ―

　運輸業，郵便業 ― ― ― ―

　卸売業，小売業 ― ― ― ―

　金融業，保険業 ― ― ― ―

　不動産業，物品賃貸業 ― ― ― ―

　各種サービス業 ― ― ― ―

　地方公共団体 ― ― ― ―

　その他 ― ― ― ―

合計 319,352―― 325,933――

(注)　国内業務部門は国内店の円建取引であります。国際業務部門は国内店の外貨建取引で、該当はありません。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に投資活動によるキャッ

シュ・フローのマイナスにより５９百万円減少し、当四半期末残高は、７１億１８百万円となりました。

　

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期会計期間において営業活動における資金は、３９億１８百万円のプラスとなりました。

これは主に、預金の純増等によるもので、前第１四半期会計期間に比べ２０億５１百万円減少しました。

　

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間において投資活動における資金は、３９億７百万円のマイナスとなりました。

これは主に、有価証券の取得による支出等によるもので、前第１四半期会計期間に比べ１４０億４４百万円増加

しました。

 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間において財務活動における資金は、７０百万円のマイナスとなりました。

これは主に、配当金の支払額等によるもので、前第１四半期会計期間に比べ２百万円減少しました。

 

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第１四半期会計期間において、当行が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

 

(4) 研究開発活動

該当ありません。
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第３ 【設備の状況】

１　主要な設備の状況

当第１四半期会計期間中に完成した新築、増改築等は次のとおりであります。

　　

店舗名
その他

所在地 設備の内容
敷地面積
(㎡)

建物延面積
(㎡)

完了年月

門司支店
北九州市門司区
東本町1-2-11

鉄筋コンクリート造
陸屋根2階建銀行店舗

592.49 553.19平成22年４月

 

 

２　設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。

また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 27,371,605同左 福岡証券取引所

権利内容に何ら限定のない当
行における標準となる株式
で、単元株式数は1,000株であ
ります。

計 27,371,605同左 ― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当ありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当ありません。　

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当ありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年４月１日～
平成22年６月30日

― 27,371 ― 2,500,000 ― 1,203,777

 

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式   240,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式26,847,000 26,847 ―

単元未満株式 普通株式 　284,605 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 27,371,605 ― ―

総株主の議決権 ― 26,847 ―

(注) １. 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1千株含まれております。ま

た、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個含まれております。

２．「単元未満株式」には、当行所有の自己株式462株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社福岡中央銀行

福岡市中央区大名二丁目
12番１号

240,000― 240,000 0.87

計 ― 240,000　　 ― 240,000 0.87

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成22年
４月

 
５月

 
６月

最高(円) 401 390 400

最低(円) 385 371 368

(注)　最高・最低株価は福岡証券取引所におけるものであります。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．当行の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第

63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及

び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

　　なお、前第１四半期会計期間(自平成21年４月１日　至平成21年６月30日)及び前第１四半期累計期間(自平成21年

４月１日　至平成21年６月30日)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき作成し、当第１四半期会計期間(自平

成22年４月１日　至平成22年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自平成22年４月１日　至平成22年６月30日)は、

改正後の四半期財務諸表等規則に基づき作成しております。

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間(自平成21年４月１日　至平

成21年６月30日)及び前第１四半期累計期間(自平成21年４月１日　至平成21年６月30日)に係る四半期財務諸表並

びに当第１四半期会計期間(自平成22年４月１日　至平成22年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自平成22年４

月１日　至平成22年６月30日)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受け

ております。

　

３．当行は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

現金預け金 ※2
 17,848

※2
 14,407

コールローン 20,200 6,200

買入金銭債権 1 0

商品有価証券 76 67

有価証券 ※2
 91,142

※2
 86,625

貸出金 ※1
 325,933

※1
 325,824

外国為替 173 129

その他資産 1,340 1,063

有形固定資産 ※3
 13,416

※3
 13,370

無形固定資産 101 102

繰延税金資産 2,652 2,920

支払承諾見返 267 300

貸倒引当金 △5,382 △5,471

資産の部合計 467,772 445,542

負債の部

預金 429,710 410,887

譲渡性預金 3,050 3,150

借用金 9,600 6,900

その他負債 2,862 2,571

役員退職慰労引当金 232 218

睡眠預金払戻損失引当金 122 122

再評価に係る繰延税金負債 2,653 2,653

支払承諾 267 300

負債の部合計 448,499 426,804

純資産の部

資本金 2,500 2,500

資本剰余金 1,203 1,203

利益剰余金 12,197 12,135

自己株式 △111 △108

株主資本合計 15,790 15,730

その他有価証券評価差額金 △390 △865

土地再評価差額金 3,872 3,872

評価・換算差額等合計 3,482 3,007

純資産の部合計 19,273 18,738

負債及び純資産の部合計 467,772 445,542
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

経常収益 2,650 2,742

資金運用収益 2,412 2,504

（うち貸出金利息） 2,061 2,022

（うち有価証券利息配当金） 345 472

役務取引等収益 187 222

その他業務収益 1 0

その他経常収益 48 15

経常費用 2,327 2,508

資金調達費用 328 287

（うち預金利息） 325 282

役務取引等費用 179 178

営業経費 1,660 1,743

その他経常費用 ※1
 157

※1
 298

経常利益 323 234

特別損失 0 28

固定資産処分損 0 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26

税引前四半期純利益 322 205

法人税、住民税及び事業税 5 130

法人税等調整額 125 △54

法人税等合計 130 75

四半期純利益 192 130
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 322 205

減価償却費 99 106

貸倒引当金の増減（△） 58 △89

退職給付引当金の増減額（△は減少） △76 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 13

資金運用収益 △2,412 △2,504

資金調達費用 328 287

有価証券関係損益（△） 5 52

為替差損益（△は益） 0 △0

固定資産処分損益（△は益） 0 2

貸出金の純増（△）減 4,335 △108

預金の純増減（△） 20,436 18,823

譲渡性預金の純増減（△） △2,200 △100

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

－ 2,700

預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 500 △3,500

コールローン等の純増（△）減 △17,399 △14,000

外国為替（資産）の純増（△）減 △33 △43

資金運用による収入 2,413 2,414

資金調達による支出 △299 △228

その他 19 △64

小計 6,108 3,965

法人税等の支払額 △138 △46

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,969 3,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △23,093 △10,129

有価証券の売却による収入 112 5,160

有価証券の償還による収入 5,202 1,203

有形固定資産の取得による支出 △170 △132

有形固定資産の除却による支出 － △0

無形固定資産の取得による支出 △1 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,951 △3,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △67 △67

自己株式の取得による支出 △1 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △68 △70

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,051 △59

現金及び現金同等物の期首残高 20,471 7,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 8,420

※1
 7,118
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　　

 
当第１四半期会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用

当第１四半期会計期間から「資産除去債務に関

する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年３

月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20

年３月31日)を適用しております。

これにより、経常利益は０百万円、税引前四半期

純利益は26百万円減少しております。また、当会計

基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

35百万円であります。

 

 

【簡便な会計処理】

 

 
当第１四半期会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１．減価償却費の算定方法 定率法を採用している有形固定資産について

は、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方

法により算定しております。

２．貸倒引当金の計上方法 「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び

「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てて

いる債権等以外の債権に対する貸倒引当金につき

ましては、前事業年度の予想損失率をもとに合理

的に見直した後の予想損失率を適用して計上して

おります。

３．税金費用の計算 法人税等につきましては、年度決算と同様の方

法により計算しておりますが、納付税額の算出に

係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高

い項目に限定して適用しております。

４．繰延税金資産の回収可能性の判断 繰延税金資産の回収可能性の判断につきまして

は、一時差異の発生状況について前事業年度末か

ら大幅な変動がないと認められるため、同年度末

の検討において使用した将来の業績予測及びタッ

クス・プランニングの結果を適用しております。

 

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 

当第１四半期会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　　　該当ありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

 

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。

破綻先債権額 2,274百万円

延滞債権額 13,350百万円

３ヵ月以上延滞債権額 ―百万円

貸出条件緩和債権額 1,417百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。

破綻先債権額 2,167百万円

延滞債権額 12,321百万円

３ヵ月以上延滞債権額 ―百万円

貸出条件緩和債権額 1,475百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※２．担保に供している資産

会社の事業の運営において重要なものであり、前

事業年度の末日に比して著しい変動が認められるも

のは、次のとおりであります。

有価証券 9,811百万円

預け金 4百万円

※２．担保に供している資産

  

  

 

有価証券 7,110百万円

預け金 4百万円

※３．有形固定資産の減価償却累計額

5,606百万円

※３．有形固定資産の減価償却累計額

5,560百万円

 

(四半期損益計算書関係)

 

前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※１．その他経常費用には、貸倒引当金繰入額58百万円

及び株式等償却44百万円を含んでおります。

※１．その他経常費用には、貸倒引当金繰入額173百万円

及び株式等償却52百万円を含んでおります。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成21年６月30日現在

現金預け金勘定 8,651

定期預け金(預入期間３ヵ月超) 　△231

現金及び現金同等物 8,420
　

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成22年６月30日現在

現金預け金勘定 17,848

定期預け金(預入期間３ヵ月超) 　△10,729

現金及び現金同等物 7,118
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６

月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

 当第１四半期会計期間末株式数

発行済株式  

　普通株式 27,371

合計 27,371

自己株式  

　普通株式 248

合計 248

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
 

　 該当ありません。

 

３．配当に関する事項
 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 67 2.50平成22年３月31日平成22年６月30日
その他
利益剰余金

 
基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの
 

　　該当ありません。

 

 

(セグメント情報等)

当第１四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

【セグメント情報】

　当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(追加情報)

当第１四半期会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成21年３

月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号平成20年

３月21日)を適用しております。

 

 (金融商品関係)

当第１四半期会計期間末(平成22年６月30日現在)

　　金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。
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(有価証券関係)

当第１四半期会計期間末

※１．会社の事業の運営において重要なものであることから記載しております。

※２．四半期貸借対照表の「有価証券」を記載しております。

 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成22年６月30日現在)

 

 
四半期貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

その他 2,999 2,609 △390

 

２．その他有価証券で時価のあるもの(平成22年６月30日現在)

 

 取得原価(百万円)
四半期貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 8,329 7,170 △1,159

債券 70,008 71,686 1,677

　国債 43,252 44,286 1,033

　地方債 3,118 3,168 49

　社債 23,636 24,231 594

その他 9,837 8,664 △1,173

合計 88,175 87,520 △654

(注)　その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価

まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期貸借対照表価額とするとともに、評

価差額を当第１四半期累計期間の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

当第１四半期累計期間における減損処理額は、株式52百万円であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、発行会社の信用リスク(自己査定における債務者区分、外部

格付等)、過去の一定期間における時価の推移等を勘案した基準により行っております。

 (追加情報)

従来、有価証券の減損処理については、時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合、時価が「著しく下落した」とき

に該当することとして減損処理を行い、また、時価の下落率が30％以上50％未満である場合は回復可能性の判定を行い、減

損処理を行っておりましたが、当第１四半期会計期間より金融環境の変化等をふまえ、減損判定基準を変更しております。

具体的には、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落

要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落

正常先
時価が取得原価に比べて50％以上下落または、時価が取得原価に比べ
30％以上50％未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等

なお、この変更により有価証券の減損処理額は、66百万円減少しております。
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(金銭の信託関係)

当第１四半期会計期間末

該当ありません。

 

 

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期会計期間末

該当ありません。

 

 

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

　   該当ありません。

 

 

(持分法損益等)

前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１．関連会社に関する事項

当行は、関連会社を有しておりません。

１．関連会社に関する事項

同左

２．開示対象特別目的会社に関する事項

当行は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

２．開示対象特別目的会社に関する事項

同左
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(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

 

  
当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 円 710.57 690.64

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

 

  
前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益
金額

円 7.07 4.80

(注) １．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

  
前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額  
 

　四半期純利益 百万円 192 130

　普通株主に帰属しない
　金額

百万円 ― ―

　普通株式に係る
　四半期純利益

百万円 192 130

　普通株式の
　期中平均株式数

千株 27,161 27,126

２．なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

該当ありません。

 

 

２ 【その他】

該当ありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成21年８月12日

株式会社福岡中央銀行

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　喜　多　村　　教　證　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　村　　田　　賢　　治　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社福

岡中央銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第89期事業年度の第１四半期会計期間(平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)に係る四

半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財

務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社福岡中央銀行の平成21年６月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 ※　１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期財務諸表に添付さ

れる形で当行が別途保管しております。

　　２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成22年８月12日

株式会社福岡中央銀行

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　村　　田　　賢　　治　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　柴　　田　　祐　　二　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社福

岡中央銀行の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第90期事業年度の第１四半期会計期間(平成22年４月

１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四

半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財

務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社福岡中央銀行の平成22年６月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 ※　１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期財務諸表に添付さ

れる形で当行が別途保管しております。

　　２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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